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⑤
保
険
金
を
受
け
た
方

　
●
受
取
保
険
金
額
お
よ
び
支
払
保
険
料
額

　
の
分
か
る
も
の 

　
（
保
険
料
の
支
払
者
と
保
険
金
の
受
取
人

　
の
関
係
で
相
続
税
や
贈
与
税
と
な
る
場
合

　
が
あ
り
ま
す
）

⑥
土
地
等
売
買
が
あ
っ
た
方

　
●
土
地
な
ど
の
売
買
契
約
書
ま
た
は
そ
の

　
コ
ピ
ー　

　
●
収
用
の
場
合
は
国
・
自
治
体
が
発
行
し

　
た
収
用
証
明
書

　

控
除
計
算
に
必
要
な
も
の

①
医
療
費
控
除

　
●
領
収
書
ま
た
は
支
払
金
額
が
分
か
る
も

　
の（
事
前
に
集
計
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。）

　
●
お
む
つ
代
を
医
療
費
と
さ
れ
る
場
合
は
、

　
主
治
医
が
発
行
す
る
お
む
つ
使
用
証
明
書

　
（
証
明
書
様
式
は
税
務
署･

市
税
務
課
）

　
●
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方

　
（1）
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
「
指
定
介
護

　
老
人
福
祉
施
設
利
用
等
領
収
証
」

　
所
得
計
算
に
必
要
な
も
の

①
農
業
所
得
が
あ
る
方

　
●
米
、
野
菜
、
乳
代
、
家
畜
な
ど
全
て
の

　
農
作
物
収
入
金
額
が
分
か
る
書
類

　
●
農
機
具
、
燃
料
費
、
肥
料
代
、
農
薬
代

　
な
ど
農
業
収
入
を
得
る
た
め
に
要
し
た
経

　
費
の
領
収
書

②
営
業
等
所
得
が
あ
る
方

　
●
収
支
内
訳
書

　
●
収
入
額
、
経
費
が
分
か
る
関
係
帳
簿
、

　
収
入
・
経
費
全
般
の
領
収
書

　
●
保
険
外
交
員
や
検
針
員
の
方
は
保
険
会

　
社
な
ど
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
支
払
調
書

③
不
動
産
所
得
が
あ
る
方

　
●
関
係
帳
簿
・
経
費
全
般
の
領
収
書

　
●
固
定
資
産
税
土
地
・
家
屋
課
税
明
細
書

　
（
な
い
場
合
は
固
定
資
産
税
公
課
証
明
書
）

④
給
与
所
得
・
年
金
受
給
者

　
●
勤
務
先
、
日
本
年
金
機
構
な
ど
で
発
行

　
す
る
源
泉
徴
収
票　

　
●
雇
主
の
賃
金
支
払
証
明
書

確
定
申
告(

所
得
税)

が
必
要
な
方

①
営
業
や
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
が
あ
る
方

②
不
動
産
所
得(

地
代
・
家
賃
収
入)

の
あ

　
る
方

③
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
譲
渡
所
得
の
あ
る

　
方

④
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得(

年

　
金
・
一
時
所
得
な
ど)

が
20
万
円
を
超
え

　
る
方

⑤
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
方

　
で
、
主
た
る
給
与
以
外
の
収
入
が
20
万
円

　
を
超
え
る
方

⑥
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る

　
方

⑦
公
的
年
金
収
入
が
４
０
０
万
円
を
超
え
る

　
方
、
ま
た
は
公
的
年
金
収
入
が
４
０
０
万

　
円
以
下
で
公
的
年
金
に
係
る
雑
所
得
以
外

　
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
方

　
個
人
が
住
宅
な
ど
に
太
陽
光
発
電
設
備
を

設
置
し
、
余
剰
電
力
ま
た
は
全
量
を
電
力
会

社
に
売
却
し
て
い
る
場
合
の
売
却
収
入
は
雑

所
得
に
該
当
し
ま
す
。
ま
た
、
電
力
の
売
却

を
事
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
場
合
は
事
業
所

得
に
該
当
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
が

「
１
．
確
定
申
告
（
所
得
税
）
が
必
要
な
方
」

の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　
な
お
、
所
得
と
は
売
却
収
入
か
ら
必
要
経

費
を
差
引
し
た
も
の
で
す
が
、
必
要
経
費
に

算
入
す
る
減
価
償
却
費
の
額
は
導
入
価
格
や

発
電
量
の
う
ち
売
却
し
た
電
力
量
の
占
め
る

割
合
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
税
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す

　
　
　
　
　

    

２
月
16
日(

月)

か
ら
３
月
16
日(

月)

ま
で

　
平
成
27
年
度
市
・
県
民
税
の
申
告
、
平
成
26
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。
期
間
内
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

　
期
間
終
了
間
近
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
各
地
区
の
指
定
さ
れ
た
期
日
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
印
鑑
、
預
貯
金
通
帳(
本
人
名
義)

な
ど
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の
を
忘
れ
ず
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合

　
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い
給
与
所
得

者
の
方
で
も
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、
確
定

申
告
を
す
る
と
所
得
税
が
戻
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

①
年
の
途
中
で
退
職
し
て
、
年
末
調
整
を
受

　
け
て
い
な
い
方

　

(

給
与
所
得
か
ら
源
泉
徴
収
し
て
い
た
場

　
合
、
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
、

　
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

　
す
）

②
医
療
費
を
支
払
っ
た
方

　
１
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
費(

実
費)

が

　
お
お
む
ね
10
万
円
を
超
え
た
場
合
に
、
医

　
療
費
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

③
雑
損
控
除
・
寄
附
金
控
除
・
政
党
等
寄
附

　
金
控
除
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

　
け
る
方

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

　
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所

が
あ
る
方
は
、
平
成
26
年
中
の
所
得
に
つ
い

て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方

②
給
与
所
得
の
み
で
、
年
末
調
整
が
な
さ
れ
、

　
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提

　
出
さ
れ
て
い
る
方

③
公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、
そ
の
支
払

　
い
先
か
ら
市
に
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書

　
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

　
（
年
金
収
入
金
額
や
所
得
控
除
額
に
よ
っ

　
て
は
必
要
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）

④
市
内
に
住
所
が
あ
る
方
の
所
得
控
除
対
象

　
の
配
偶
者
や
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る

　
方

●
遣
族
年
金
・
障
害
者
年
金
な
ど
の
非
課
税

　
収
入
の
み
の
方
や
、
収
入
の
な
か
っ
た
方

　
も
市
・
県
民
税
の
申
告
を
行
う
こ
と
で
、

　
所
得
証
明
書
な
ど
の
発
行
や
各
種
行
政
手

　
続
き
が
し
や
す
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

　
す
。

●
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
ま
た
は
介
護
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

　
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は

　
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

①
収
入
が
な
く
、
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い

　
場
合 

②
扶
養
に
な
っ
て
い
る
が
収
入
が
あ
る
場
合

　
（
公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、
そ
の
支

　
払
先
か
ら
市
に
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書

　
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方
を
除
く
）

※
申
告
さ
れ
な
い
場
合
、
た
と
え
基
準
所
得

　
以
下
で
あ
っ
て
も
、
国
民
健
康
保
険
税
、

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
軽
減
が
受
け

　
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
東
京
電
力
㈱
か
ら
受
け
る
賠
償
金
の
取
り

　
扱
い
に
つ
い
て

①
心
身
の
損
害
に
対
す
る
慰
謝
料
な
ど
の
賠

　
償
金
は
非
課
税
と
な
り
申
告
の
必
要
は
あ

　
り
ま
せ
ん
。

②
営
業
・
農
業
に
対
す
る
減
収
分
の
補
て
ん
、

　
追
加
費
用
の
賠
償
金
は
事
業
所
得
と
し
て

　
申
告
が
必
要
で
す
。

③
就
労
不
能
と
な
っ
た
給
与
な
ど
の
減
収
分

　
や
、
事
業
主
の
営
業
停
止
な
ど
で
直
接
、　

　
東
京
電
力
㈱
か
ら
支
払
い
を
受
け
た
も
の

　
は
一
時
所
得
に
な
り
、
申
告
が
必
要
で
す
。

●
住
宅
に
設
置
し
た
太
陽
光
発
電
設
備
に
よ

　
る
余
剰
電
力
な
ど
の
売
却
収
入
に
つ
い
て

　
　
　
　

        

市
・
県
民
税
申
告
、
所
得
税
確
定
申
告
に
必
要
な
も
の

　
（2）
居
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
「
居
宅
サ
ー

　
ビ
ス
利
用
料
領
収
書
」

②
社
会
保
険
料
控
除　

　
●
国
民
年
金
保
険
料
を
控
除
さ
れ
る
方
に

　
つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
発
行
の
社
会
保

　
険
料(

国
民
年
金
保
険
料)

控
除
証
明
書

③
生
命
保
険
料
控
除
…
Ｊ
Ａ
・
郵
便
局
・
生

　
命
保
険
会
社
な
ど
が
発
行
す
る
支
払
証
明
書

　
●
平
成
24
年
１
月
１
日
以
降
に
加
入
し
た 

　
保
険
契
約(

新
契
約)

に
つ
い
て
は
、
控

　
除
額
の
計
算
方
法
と
控
除
の
最
高
額
が
変

　
わ
り
ま
し
た
。
控
除
の
最
高
額
は
12
万
円

　
に
な
り
ま
す
。
介
護
医
療
保
険
と
い
う
区

　
分
が
新
た
に
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

④
地
震
保
険
料
控
除
…
Ｊ
Ａ
・
保
険
会
社
な

　
ど
が
発
行
す
る
支
払
証
明
書

⑤
障
害
者
控
除

　
●
身
体
障
害
者
手
帳･

療
育
手
帳

　
●
戦
傷
病
者
手
帳

　
●
要
介
護
認
定
者
は
障
害
者
控
除
対
象
者

　
認
定
書(

７
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

⑥
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

　
●
新
規
…
新
築
家
屋
等
登
記
事
項
証
明

　
書
、
新
築
工
事
請
負
契
約
書
ま
た
は
領
収

　
書
、
住
民
票
の
写
し
、
金
融
機
関
等
発
行

　
の
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

　
残
高
等
証
明
書
、(

増
改
築
の
場
合)

増
改

　
築
工
事
証
明
書

　
●
２
年
目
以
降
…
税
務
署
発
行
の
住
宅
取

　
得
等
特
別
控
除
証
明
書
、
金
融
機
関
等
発

　
行
の
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年

　
末
残
高
証
明
書

　
※
「
認
定
長
期
優
良
住
宅
」を
新
築
・
購

　
入
し
た
場
合
は
、
次
の
２
つ
の
う
ち
有
利

　
な
方
を
選
択
で
き
ま
す
。（
平
成
26
年
４

　
月
１
日
以
降
に
入
居
し
た
場
合
は
「
認
定

　
炭
素
住
宅
」
も
対
象
に
加
わ
り
ま
す
。

　

<

受
け
ら
れ
る
税
額
控
除>

　
・
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

　
・
認
定
長
期
優
良
住
宅
新
築
等
特
別
税
額
控
除

⑦
雑
損
控
除
…
り
災
証
明
書
、
修
繕
な
ど
の

　
領
収
書
・
見
積
書
、
被
害
資
産
の
価
格
や

保
険
金
な
ど
の
金
額
が
分
か
る
も
の

　
そ
の
他
必
要
な
も
の
・
問
い
合
わ
せ

【
そ
の
他
必
要
な
も
の
】

　
●
印
鑑

　
●
預
貯
金
通
帳(

本
人
名
義)

な
ど
口
座

　
番
号
が
分
か
る
も
の

【
問
い
合
わ
せ
】

　
●
市
民
税
・
県
民
税
に
つ
い
て

　
　
市
民
部 

税
務
課　

 

(
81
‐
２
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１
９

　
●
所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税
に
つ
い
て

　
　
郡
山
税
務
署(

自
動
音
声
案
内
）　
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